
🌼妊産婦さんご本人との面談が必要ですので、ご家族等が来庁された際には、申請書をお持ち帰

りいただき、後日ご本人が、市役所健康課へご提出ください。 

🌼来庁が難しい場合には、訪問での面談も可能ですので、ご相談ください。 

 「いちごっこ 出産・子育て応援事業」のご案内 
核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、全ての妊婦・子育て家庭が安心し

て出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで、一貫した切れ目ない相談に

応じる「伴走型相談支援」と必要な出産・子育てサービスの利用料等に活用するための

「出産・子育て応援給付金」を合わせて実施します。 

🌼伴走型相談支援について🌼 

  不安を抱きやすい、妊娠届出時、妊娠 8か月頃、出生時に、面談を実施し、その後も出産や 

 子育てに関する相談と子育て支援に関するサービス等の情報提供を継続的に行います。 

 ◎アンケートを記載していただき、「子育てガイド」を活用しながら全ての妊産婦さんとの 

  面談を実施します。 
 

            🌼出産・子育て応援給付金について🌼 

  伴走型相談支援による面談後に申請書を提出いただいた方に、必要な出産・子育てサービス 

 の利用料等に活用頂くための出産・子育て応援ギフトを支給します。 

 ◎伴走型相談支援による面談後に、支給希望の申請書をご提出いただきます。 
 

① 令和 5 年 1 月 1 日以降に妊娠届を提出した方 

        ・出産応援ギフト … 妊娠届出時の面談実施後に、妊婦一人につき 5 万円を支給 

               （妊娠 8 か月頃に、体調面等の確認で、アンケートを実施） 

     ・子育て応援ギフト…出生届出時の面談実施後に、新生児一人につき 5 万円を支給 

 

②令和 4 年 12 月 31 日以前に妊娠届を提出し、令和 5 年 1 月 1 日以降に出産した方 

 ・出産・子育て応援ギフト…出生届出時の面談実施後に、一括 10 万円を支給 

             （双子を出産された方は、15 万円の給付となります。） 
 

◎支給方法：口座振り込みによる現金給付  

 (妊産婦医療費助成事業で登録した口座を使用させていただきます。) 

お問い合わせ 

鹿沼市保健福祉部健康課 

いちごっこかぬま（子育て世代包括支援センター） 

〒322-8601 鹿沼市今宮町 1688-1 

☎０２８９－６３－２８１９ 

妊娠届・出生届に来庁された妊産婦のみなさまへ （令和 5年 1月開始） 

 


